
令和３年 度 木 田 地 区 医 師 会 附 属 准 看 護 学 院 生 徒 募 集 要 項 

 

 １．募集定員    1５名 

  

２．教育期間     ２年（昼間定時制） 

  

３．受験資格 

     ○中学卒業（見込）以上の者 

     ○心身共に健康で勉学に専念できる者 

 

４．出願手続 

１）願書受付期間 

      一次：令和 ２年 10 月 1 日（木）～ 令和 2 年 11 月  2 日（月） 

      二次：令和 ２年 11 月 16 日（月）～ 令和２年 12 月 14 日（月） 

      三次：令和 3 年 1 月 4 日（月）～ 令和 3 年 2 月 1 日（月） 

       

受付時間：10 時 00 分～17 時 00 分（土日祝は除く） 

 

     ２）出願方法 

       下記の出願に要する書類を一括して持参すること 

 

     ３）出願書類提出場所 

       木田地区医師会附属准看護学院 

 

４）出願書類 

       ①入学願書   本学院所定の用紙（自筆で記入） 

       ②写 真    ３cm×４cm の写真貼付 

       ③調査書    出身校の様式で可。開封無効 

               但し、保存期間終了時はその旨を記載した証明書で可 

       ④卒業証明書又は見込み証明書 

       ⑤受験票    氏名を記載し願書と同じ写真を２枚貼付（受験番号は記載しない） 

      

５）入学検定料    10,000 円  

 

６）返信用封筒    定形封筒（長形 23cm×12cm）に志願者の郵便番号、住所、氏名を明記し

切手（94 円）を貼っておく。（合否通知に使用） 

    

※ 受験のために提出された書類、検定料は返還しません。 

※ 出願時に提出いただいた個人情報（氏名、住所等）は本学院において入学試験に関する業

務を行うために使用し、その他の目的には使用しません。 

  

５．入学選考 

    １）選考方法 

       個別学力検査の総合点に調査書、面接等の内容を総合して判定する。 

     

２）試験日    

       一次試験：令和 2 年 11 月 ７日（土） 10：00 集合 

       二次試験：令和 2 年 12 月 19 日（土） 10：00 集合 

   三次試験：令和 3 年 2 月 ６日（土） 10：00 集合 

 



３）試験科目・時間等 

10：10 ～ オリエンテーション 

10：20 ～ 11：20 国語 

11：30 ～ 12：30 作文 

12：30 ～ 昼食・休憩 

13：40 ～ 面接 

 

       ４）試験会場 

木田地区医師会附属准看護学院 

            

６．合格発表 

    一次：令和 2 年 11 月１0 日（火）  

    二次：令和 ２年 12 月 22 日（火）   

    三次：令和 3 年 2 月 9 日（火）     

 

※ 当学院及び HP に掲載（午前 10 時発表） 

         ※ 結果は、合否にかかわらず全員に郵送にて通知する（電話の問合せは受け付けない） 

  

７．入学期日 

    令和 3 年 ４月 1 日（木） 

 

 ８．入学手続 

    合格者には「合格通知書」「入学手続き・入学金の納入方法について」「伝染性疾患罹患状況

と予防接種」を送付しますので、書類に明記された期日までに済ませてください。 

 

９．学費等      

項目         年次 １年次 ２年次 

入学金 50,000 円  

授業料 28,000 円（月額） 28,000 円（月額） 

  実習費 ６,000 円（月額）    ６,000 円（月額） 

施設費 ３,000 円（月額）   ３,000 円（月額） 

 

教科書・副読本 68,00０円  

制服・白衣・靴等 55,000 円  

計 123,000 円  

 

※ 教科書・制服等の価格は平成 3１年度分です。 

一部変動があるかも知れませんのでご承知おきください。 

※ 上記の外に入学後、聴診器、学生保険、全国模擬試験料他は実費負担となっています。 

 

   １）授業料等の納入については年 2 回、4 月に前期半年分、10 月に後期半年分を納入する 

ことを原則としますが、３回以上の分納もご相談に応じます。 

     但し、中途退学する時には、その理由のいかんにかかわらず、当該期の学費の返納はでき

ません。 

 

   ２）駐車場使用料納入について 

     車種に関わらず、自家用自動車（原動機付自転車を除く）１台につき、月額 1,000 円を

徴収します。   


